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●学位取得論文要旨

メンタルヘルス問題のある親による子ども虐待と

支援の構造的問題に関する実証的研究

I問題の所在と本研究の目的

本研究では，メンタルヘルス問題のある親によ

る子ども虐待事例（以下，当該事例）の実態を明

らかにするとともに，支援における構造的問題と

その対策について論じる．すなわち本研究の目的

は，第1に当該事例とりわけ児童福祉施設における

その実態を明らかにすること，第2に当該事例に対

する支援の構造的問題を把握すること，そして第3

に，支援体制の改善に向けた方策の一端を提示す

ることにある．

拡大と深刻化が喧伝される子ども虐待におい

て，虐待者である親に何らかの「精神障害」がみ

られる事例の多さが頻繁に指摘されている．子ど

も虐待は貧困や社会的孤立，子どもの障害など多

因子の複合によって発生するとされるが,親の「精

神障害」もまたその重要な要因のひとつであり（厚

生労働省2009:202),内外の先行研究から当該事

例は子ども虐待事例の3～7割を占めるとされて

いるという（吉田ら2008:83-91).ただし，先行

研究における調査の対象や方法などは多様であり，

｢精神障害」の概念も障害，疾病のほか，症候群，

人格特性を含むものまで多岐にわたるなど，知見

の相互比較には困難が伴う．当該事例の実態把握

が必ずしも十分とはいえない中で「精神障害」と

子ども虐待との関連性を論じることには，新たな

ステイグマの生起につながる危険性も懸念される．

そのため本研究では，広く「メンタルヘルス問題」

と総称している．また，その支援方策についても

十分な議論はみられず，先に示した虐待発生要因

の複合性を勘案するならば，より積極的に議論さ

れるべきソーシャルワークからのアプローチも乏

しい．家庭復帰の促進が強調ざれ児童福祉施設へ
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の家庭支援専門相談員(FamilySocialWorker.

以下,FSW)の配置が進む今日，児童福祉施設にお

ける当該事例の支援のあり方について検討するこ

とはとくに重要な課題と考えられるが，これに焦

点化した実証的研究も見当たらない．むしろ，当

該事例に対する支援者の困難感の大きさ（高橋ら

2003:ll-25;加藤ら2004:18-38)や児童福祉と精

神保健医療福祉との連携の不十分さ（向山2008：

28-33；寺田ら2008:34-38)など，支援上の問題点

が指摘される状況にある．

このように，当該事例に関する実態把握は不十分

であり，児童福祉現場に精神保健医療福祉問題へ

の対応が求められるという構造ゆえに，支援者の

認識やその基盤となる支援環境が十分に対応でき

ていない可能性がある．児童福祉施設における当

該事例の実態を明らかにすること，支援者の認識

や支援環境という側面から支援体制のあり方を検

討することは，当該事例支援の拡充を図る上で重

要な意義があると考えられる．

Ⅱ本研究の構成

本研究は，序章および5つの章から構成される．

序章では，本研究の目的や研究課題を示した．続

く第1章では当該事例に関する先行研究を概観し，

第2章では実際の事例を取り上げてその経過を追い

つつ，支援者の認識や連携などの視点から支援上

の問題点を検証した．第3章では4つの調査の結果

を示した．このうち調査研究IおよびⅡでは，児

童福祉施設における当該事例の実態,FSWの認識

および支援環境に関する調査結果を提示した．調

査研究Ⅲでは当該事例に対する家庭復帰支援等の

実態調査の知見を示し，調査研究Ⅳでは当該事例
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に対する児童福祉司等,FSW等，精神保健福祉士

の認識比較を行った．これらにより，児童福祉施

設における当該事例の実態と支援上の構造的問題

を明らかにした．第4章では，当該事例支援に関す

る2つの質的調査の結果を示した．このうち調査研

究Vでは，当該事例の親を対象としたインタビュー

調査を行った．これにより，虐待発生とリカバリー

のプロセスの一端を当事者の視点から明らかにし

た．最後の調査研究Ⅵでは，当該事例への積極的

な支援に取り組む先駆的支援活動例を紹介すると

ともに，グループインタビュー調査の結果を提示

した．これにより，当該事例に対する有効な支援

方策および支援体制のあり方について示した．最

後の第5章では，本研究における知見を傭撤した上

で，当該事例における支援の構造的問題およびそ

の改善方策について考察し，当該事例に対する支

援者の認識を再検討すること，当該事例の実態に

即した支援体制を整備する必要性が高いことを提

言した．なお，本論文の構成は以下の通りである．

緒言

序論メンタルヘルス問題のある親による子ども

虐待事例へのソーシャルワーク支援に向け

て－研究の目的と概要一

第1章子ども虐待と親のメンタルヘルス問題と

の接点一先行研究の概観

第1節子ども虐待発生要因としての親のメン

タルヘルス問題

第2節メンタルヘルス問題のある親による子

ども虐待の実態

第3節子ども虐待の発生機序と親のメンタル

ヘルス問題

第4節メンタルヘルス問題のある親による子

ども虐待に対する相談援助職の認識

第5節メンタルヘルス問題のある親による子

ども虐待事例への支援

第2章「東大阪市小6女児刺殺事件」にみるメン

タルヘルス問題のある親による子ども虐

待事例への支援課題

第1節「東大阪市小6女児刺殺事件」の概要と

その研究上の意義
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第2節事件の経過および背景

第3節考察一「東大阪市小6女児刺殺事件」

にみる支援システムの問題点

第3章メンタルヘルス問題のある親による子ど

も虐待と支援の構造一実態調査の知見か

ら

第1節調査研究1－児童養護施設A園にみる

子ども虐待と親のメンタルヘルス問題

との接点

第2節調査研究Ⅱ－児童福祉施設入所児童に

おけるメンタルヘルス問題のある親に

よる子ども虐待の実態と家庭支援専門

員等の認識

第3節調査研究Ⅲ－親にメンタルヘルス問題

がみられる施設入所児童への家族再統

合支援

第4節調査研究Ⅳ－メンタルヘルス問題のあ

る親による虐待事例に対する相談援助

職の認識と支援環境

第4章リカバリー事例および先駆的支援活動例

にみる当事者の支援ニーズに対応した支

援構造のあり方一インタビュー調査の知

見から

第1節調査研究V－リカバリー事例にみる当

事者の虐待認識と支援ニーズ

第2節調査研究Ⅵ－先駆的支援活動例にみる

支援構造とチームマネジメント

第5章メンタルヘルス問題のある親による子ど

も虐待とその支援構造上の課題一考察と

展望一

第1節調査研究の総括

第2節考察

第3節展望

結語

Ⅲ調査研究の結果

本研究で実施した6つの調査から得られた知見を

5つの研究課題ごとに整理した．その概要を以下に

提示する．

1．当該事例の実態

調査研究I～Ⅲの知見を総合すると，入所児
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童のうち被虐待児童は49.1％～68.4％を占め，親

にメンタルヘルス問題がみられる事例は34.8％～

45.6％，メンタルヘルス問題のある親による被虐待

児童は22.6％～36.7％であった．入所児童の4割前

後の親にメンタルヘルス問題がみられ，とくに被

虐待児童のうち親にメンタルヘルス問題がみられ

る割合は5割前後(46.1%～53.7%)に達するなど，

虐待と親のメンタルヘルス問題との関連性の高さ，

児童福祉施設におけるメンタルヘルス問題への対

応機能の必要性が明らかになった．

また，当該事例の親にみられるメンタルヘルス

問題の種別としては，うつ病などの感情障害と知

的障害が多くを占める一方で，精神科入院患者の

最多層を占める統合失調症は1割台に過ぎなかっ

た．虐待親にみられる「精神障害」の種別は，一

般的な精神科病院の受診者層とは異なる可能性が

示唆された．また，生活環境上の問題については，

当該事例のうち，4～5割が母子世帯，8割以上が

低所得世帯であった．また，入所児童の約3割に何

らかの障害がみられ，その約8割を発達障害と知的

障害が占めていた．また，子どもに障害があると

虐待を受ける確率が高まる傾向もみられた．

2家庭復帰支援の実態

調査研究Ⅲの結果から，入所児童の74.3％は具

体的な家庭復帰支援の対象とはされていなかった．

とくに親にメンタルヘルス問題がある場合，家庭

復帰の見込みは有意に困難と捉えられていたが，

一方で実際の支援水準については有意差がみられ

ず，入所期間についても同様に差がみられなかっ

た．当該事例の家庭復帰は困難と見込まれている

にもかかわらず，実際にはその他の要因によって

家庭復帰が規定されている可能性がある．また，

当該事例の家庭復帰支援において，精神科医療機

関との連携を十分にとれていない事例は81.4%を

占め，家庭復帰支援における親のメンタルヘルス

問題への配盧は不十分であることが示唆された

さらに,家庭復帰に向けた「積極的な働きかけ」は，

うつ病（うつ状態）の場合に多く，発達障害，神

経症，薬物・アルコール依存症においては，「支援

は実施していない」が24.0％から33.3％と大きな割

合を占めるなど，メンタルヘルス問題の種別によっ
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て家族再統合支援の水準に差がみられた．

家庭復帰を困難と認識しつつ実際には精神科医

療機関との連携も乏しいままに家庭復帰している

当該事例は少なくないと考えられる．第2章で取り

上げた事例にも，まさにそうした構造が典型的に

現れていた．親にメンタルヘルス問題があるとい

うだけで過度に慎重になること，逆に配盧を欠い

たまま家庭復帰させたりすることは，いずれにし

ても適切な支援につながらない危険性を内包する

といえよう．

3．当該事例支援における構造的な問題とそ

の要因

調査研究I～Ⅳにおいて，当該事例に対する回

答者の認識を尋ねた．その結果,FSW等は支援に

際して困難感やストレスを感じる割合が高かった．

ただし，メンタルヘルス問題に関する研修を十分

に受けたFSWはそうでないFSWと比較してストレ

スを感じていないなど，研修の意義が明らかには

なったものの，全く受講したことがない回答者が

57.9％を占めていた．またFSWの所持資格および

資格の有無によって，親を支援対象と捉えるか，

FSWとしての業務確立を不十分と感じるか，精神

科医療機関との連携を重視するかといった点にお

いて差異がみられた．これらに関する意識性が高

い社会福祉士または精神保健福祉士の資格を所持

しているFSWの配置は，業務の拡大や実質化につ

ながる可能性があると考えられるものの，回答者

のうちこれらの資格所持者は16.8%に過ぎなかっ

た．なお，児童福祉施設と関係機関との連携は必

ずしも緊密ではなく，とくに精神科医療機関は協

力的でないと捉えられ，連携も十分には取れてい

なかった．

とくに調査研究Ⅳでは，当該事例への支援を中

心的に担っている児童福祉（児童相談所等および

児童福祉施設）の相談援助職と，メンタルヘルス

問題のある親への支援を担う精神科医療機関に所

属する精神保健福祉士との間で，当該事例に対す

る認識の比較検討を行ったその結果，児童福祉

と精神科医療機関の相談援助職間には，当該事例

に関する全般的かつ大きな認識の差異がみられた．

当該事例支援に対する支援者の認識の背景に
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は，専門職配置の不足，研修機会や連携の乏しさ

など，支援環境上の構造的問題による影響がある

と考えられる．当該事例に対する精神保健福祉士

の認識の乏しさについても，精神科病院の受診者

と当該事例の親との間に何らかの相違があり，接

触機会そのものが少ない可能性がある．また，子

ども虐待に関する研修の不十分さや，メンタルヘ

ルス問題のある人への受容的姿勢が当該事例に対

する認識に影響を及ぼし，結果として虐待事例と

して意識されにくい可能性も考えられる．さらに，

医療機関職員として受診者以外の事例に関与する

機会は自ずと限定されるため，精神保健福祉士が

地域の当該事例支援に参画できる体制づくりの必

要性があるといえる．

4．虐待発生とリカバリーのメカニズム

調査研究Vでは，当該事例の当事者に対するイ

ンタビュー調査を実施した．そこでは，①被虐待

体験，②子どもの障害，③経済的困窮，④人間関

係の孤立，⑤対応能力の低さや不適切な認知・行

動パターンに関する発言がみられた．メンタルヘ

ルス問題によって無自覚的に虐待が起きる訳では

なく，生活問題によって追い詰められた際に，自

分の生きづらさや対処方法の未熟さから，結果的

に育児問題が発生している，と認識されていた．

また，リカバリーに関しては，その過程におけ

るグループワークの重要性が共通して語られてい

た．同じような苦労をしてきた親同士で，体験談

を聴き，語ることは，自分の姿を直視し客観視（相

対化）することや，一人ではないという安心感に

つながっていた．また，具体的な対処スキルを学

ぶことも重要な意義を持っていた．問題解決への

主体的な取り組み姿勢の形成には，こうした要素

が有効に機能し得ることが示唆された．

以上のことから，無能力者として保護・管理の

対象とされるのではなく，問題解決の主体として

尊重されること，自分の実感を安心して語り，当

事者同士で体験を共有し合うとともに助け合う関

係性をもつこと，具体的な養育スキルや問題対処

スキルを学び，練習する機会を提供されることな

どは，潜在的ではあったとしても重要な支援ニー

ズであり，それを満たすための支援が，当事者の
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リカバリーには重要な意味を持っているといえる

5．当該事例支援におけるチームマネジメン

トの意義

調査研究Ⅵでは，当該事例への積極的な支援を

展開している先駆的支援活動例への調査により，

その支援方策の要点を抽出することを試みた．調

査対象とした諸活動においては，支援者は当該事

例に対して肯定的・積極的な認識をもっており，

所属するチームに強い帰属感や安心感を抱いてい

た．支援者間には相互に助け合う姿勢が育ってお

り，悩みや迷い，葛藤などを率直に開示しあって

もいた．その背景には，チームの精神的支柱とも

いうべき人物が存在しており，チームやその支援，

当事者に対して肯定的な評価を行うとともに，スー

パービジョンの提供やチームの雰囲気作りなど，

直接・間接的に支援者に対するエンパワメント機

能を発揮していた．また，そうしたチームリーダー

ないしコーディネーターには，明確に「ストレン

グスモデルを基盤とした支援活動である」という

意識がみられ，支援スタッフが安心して語れる場

にするよう配盧していた．

支援チームが緊密に連携しつつ積極的・主体的

な支援を展開するためには，こうしたチームマネ

ジメント機能が重要な意味を持つことが示唆され

た．

Ⅳ考察

先行研究の指摘にみられる児童相談所や医療機

関，母子保健現場などにおける当該事例の多さは，

本研究で取り上げた児童福祉施設の入所児童にお

いても,同様に多くの割合を占めていた.必然的に，

子ども虐待問題への対応において当該事例への対

応は不可欠といえるが，その支援体制には問題点

が存在していた．その第1は，支援者自身が当該事

例に対する強い負担感やストレスを抱えていると

いう点である．これは，支援者の過重な負担とい

う問題にとどまらず，支援に対する積極性や主体

性などにも影響すると考えられる．ただし，その

要因を当事者の特性にのみ求めることは適切では

ない．支援者の価値観や臨床能力，支援体制など
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によってもそうした認識は変容し得ると考えられ

るためである．第2に，支援者が置かれた環境は，

ソーシャルワーク專門職の配置が不十分であるほ

か，メンタルヘルス問題に関する研修，精神保健

医療福祉との連携が乏しい状況にある．利用者が

抱える状況と支援機能とがミスマッチを起こして

おり，これが先述した支援者の負担感やストレス

の背景のひとつとなっている．第3に，児童福祉施

設からみて精神科医療機関との連携関係は十分機

能しておらず，本来はともに当該事例支援を担う

べき精神保健福祉士も，児童福祉現場の相談援助

職との間で当該事例に関する認識を共有できてい

なかった．また，児童相談所や児童福祉施設にお

いても，メンタルヘルス問題への支援機能やソー

シャルワーク専門職の配置などの支援環境は不十

分な状況にあった．すなわち，入所児童の多くを

当該事例が占めているにもかかわらず，児童福祉

施設にはその対応機能が十分には整備されておら

ず，精神保健医療福祉との連携も不十分な状況に

ある．そのため，支援者に強い負担感やストレス

が生じていることは必然的な結果ということがで

き，現状のままで連携関係が進展することは困難

といわざるを得ない．

一方，先駆的実践例においては，メンタルヘル

ス問題への対応機能があること，チームマネジメ

ントが有効に機能し相互支援関係が形成されてい

ること，メンタルヘルス問題のみならず世帯の生

活問題全般に総合的な支援機能を提供していると

いった特性が抽出された．当事者へのインタビュー

調査からも，支援ニーズは生活支援育児スキル

の習得，グループ活動による孤立の解消と自分が

置かれた状況を客観的に見つめ直す場の確保など

にあることが把握された．また，そうした支援を

受けた当事者は，自身の子育て上の問題を直視し，

子育てや生活に関するスキル習得およびセルフ・

コントロールに積極的に取り組んでいた．

以上のことから，当該事例に対する支援は児童

虐待対策において辺縁的ではなく中核的な課題で

あると指摘できる．その支援体制の整備および連

携やネットワークの活性化のためには，社会福祉

士や精神保健福祉士の配置メンタルヘルス問題

に関する研修の実施FSWの業務確立，関係機関
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とのネットワーク形成，施設内および支援ネット

ワークのチームマネジメント体制整備などを総合

的に推進する必要がある．とくに，精神科医療機

関とりわけ精神保健福祉士への当該事例に対する

支援機会やネットワークへの参画機会の拡大を図

り，児童福祉と精神保健医療福祉の認識共有と連

携強化を促進することは重要な課題である．当該

事例支援におけるこうした構造的問題を克服し，

相談援助職が適切な認識に立って積極的に支援を

展開できるような支援体制整備を図る必要がある．
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